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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤成分、緑成分及び青成分に対応した入力映像信号に基づいて求められ、画素で第１色
が再現される第１色情報が、第１入力信号として入力され、
　前記第１色の彩度を特定し、
　予め記憶された前記彩度と輝度減衰率との関係及び前記第１色の彩度に基づき、前記第
１色情報に対応する輝度減衰率を求め、
　前記第１色情報に対応する輝度減衰率に基づき、前記第１色情報から輝度を低下させた
第２色情報を含む第２入力信号を出力する、変換処理部と、
　前記第２入力信号に基づいて、前記画素の駆動を制御する出力信号を出力する信号処理
部と、
　を含み、
　前記関係は、ＨＳＶ色空間において、彩度が０及び１においては、前記輝度減衰率がゼ
ロとなり、第１の彩度で前記輝度減衰率が最大値となり、前記彩度が０から前記第１の彩
度へ彩度が大きくなるに従って前記輝度減衰率は大きくなり、前記第１の彩度から彩度が
大きくなるに従って前記輝度減衰率は小さくなり、
　前記第１の彩度は、ＨＳＶ色空間における彩度０．５以上１未満である、
画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の彩度よりも彩度が小さい第２の彩度であって、
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　ＨＳＶ色空間における彩度が０から前記第２の彩度へ彩度が大きくなる場合の、前記輝
度減衰率が大きくなる割合が、前記第２の彩度から前記第１の彩度へ彩度が大きくなる場
合の、前記輝度減衰率が大きくなる割合よりも小さい
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記変換処理部は、
　前記関係を色相の領域毎に記憶しており、
　前記第１色情報から、前記第１色の色相をさらに特定し、
　前記彩度と前記色相とに基づき、前記第１色情報に対応する輝度減衰率を求める
　請求項１又は請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記信号処理部は、前記第２色情報に基づいて、前記第２入力信号を、前記赤成分、前
記青成分、前記緑成分、及び、追加色成分に変換した第３色情報を含む前記出力信号に変
換して出力し、
　前記追加色成分は、前記追加色成分を前記赤成分、前記緑成分、前記青成分で表現する
よりも輝度又は色成分を表示する電力効率が高く、かつ、前記赤成分、前記緑成分、前記
青成分とは異なる色成分である、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　赤成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第１副画素と、
　緑成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第２副画素と、
　青成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第３副画素と、
　を含む画素を複数有する画像表示部と、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の画像処理装置と、を含む
　画像表示装置。
【請求項６】
　赤成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第１副画素と、
　緑成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第２副画素と、
　青成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第３副画素と、
　前記第１副画素、前記第２副画素及び前記第３副画素で表現するよりも輝度又は色成分
を表示する電力効率が高く、かつ、前記第１副画素、前記第２副画素及び前記第３副画素
とは異なる追加色成分を、自発光体の点灯量に応じて表示する第４副画素と、
　を含む画素を複数有する画像表示部と、
　請求項４に記載の画像処理装置と、を含む
　画像表示装置。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載の画像表示装置と、
　前記画像表示装置を制御する制御装置と、
　を備える電子機器。
【請求項８】
　赤成分、緑成分及び青成分に対応した入力映像信号に基づいて求められ、画素で第１色
が再現される第１色情報が、第１入力信号として入力され、
　前記第１色の彩度を特定し、
　予め記憶された前記彩度と輝度減衰率との関係及び前記第１色の彩度に基づき、前記第
１色情報に対応する輝度減衰率を求め、
　前記第１色情報に対応する輝度減衰率に基づき、前記第１色情報から輝度を低下させた
第２色情報を含む第２入力信号を出力する、変換処理工程と、
　前記第２入力信号に基づいて、前記画素の駆動を制御する出力信号を出力する信号処理
工程と、
　を含み、
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　前記関係は、ＨＳＶ色空間において、彩度が０及び１においては、前記輝度減衰率がゼ
ロとなり、第１の彩度で前記輝度減衰率が最大値となり、前記彩度が０から前記第１の彩
度へ彩度が大きくなるに従って前記輝度減衰率は大きくなり、前記第１の彩度から彩度が
大きくなるに従って前記輝度減衰率は小さくなり、
　前記第１の彩度は、ＨＳＶ色空間における彩度０．５以上１未満である、
画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像表示装置、電子機器及び画像処理方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のような自発光体を点灯する自発光型の画像表示パネ
ルは、バックライトが不要であり、各画素の自発光体の点灯量に応じて、表示装置の電力
量が決まる。そのため、輝度を低下させることにより自発光体の点灯量を低減することが
、消費電力の抑制に有効である。特許文献１には、表示色が高彩度であった場合に輝度を
低下させる発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２１１０９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１では、１フレーム分の画素において、表示色が高彩度である画素の
数の割合が所定の値を超えていた場合などに、１フレーム分の画素の輝度を一様に低下さ
せている。このような場合、全体の表示が暗くなったり、画像を見る人間の画像に対する
印象が変わったりするなど、画質が劣化する可能性がある。
【０００５】
　そこで、本発明では、人間の色に対する感覚に着目し、画質の劣化を抑制しながら輝度
を低下させ、消費電力を低減させる画像処理装置、画像表示装置、電子機器及び画像処理
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の画像処理装置は、赤成分、緑
成分及び青成分に対応した入力映像信号に基づいて求められ、画素で第１色が再現される
第１色情報が第１入力信号として入力され、前記第１色の彩度を特定し、予め記憶された
前記彩度と輝度減衰率との関係及び前記第１色の彩度に基づき、前記第１色情報に対応す
る輝度減衰率を求め、前記第１色情報に対応する輝度減衰率に基づき、前記第１色情報か
ら輝度を低下させた第２色情報を含む第２入力信号を出力する変換処理部と、前記第２入
力信号に基づいて、前記画素の駆動を制御する出力信号を出力する信号処理部と、を含む
。
【０００７】
　本発明に係る彩度と輝度減衰率との関係、及び彩度に基づき、輝度を低下させる。この
とき、人間の色に対する感覚において、画像に対する印象の変化を抑制することができる
。そのため、本発明は、各画素において、画質が劣化しない範囲で輝度を適切に低下させ
て、消費電力を低減させることができる。
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の画像処理方法は、赤成分、緑
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成分及び青成分に対応した入力映像信号に基づいて求められ、画素で第１色が再現される
第１色情報が第１入力信号として入力され、前記第１色の彩度を特定し、予め記憶された
前記彩度と輝度減衰率との関係及び前記第１色の彩度に基づき、前記第１色情報に対応す
る輝度減衰率を求め、前記第１色情報に対応する輝度減衰率に基づき、前記第１色情報か
ら輝度を低下させた第２色情報を含む第２入力信号を出力する変換処理工程と、前記第２
入力信号に基づいて、前記画素の駆動を制御する出力信号を出力する信号処理工程と、を
含む。本発明に係る彩度と輝度減衰率との関係、及び彩度に基づき、輝度を減衰させる。
このとき、人間の色に対する感覚において、画像に対する印象があまり変化しない。その
ため、本発明は、各画素において、画質が劣化しない範囲で輝度を適切に減衰させて、消
費電力を低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態１に係る画像表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る画像表示部の画素が含む副画素の点灯駆動回路を示す
図である。
【図３】図３は、実施形態１に係る画像表示部の副画素の配列を示す図である。
【図４】図４は、実施形態１に係る画像表示部の断面構造を示す図である。
【図５】図５は、実施形態１に係る画像表示部の副画素の他の配列を示す図である。
【図６】図６は、実施形態１の画像表示装置で再現可能なＨＳＶ色空間の概念図である。
【図７】図７は、ＨＳＶ色空間の色相と彩度との関係を示す概念図である。
【図８Ａ】図８Ａは、彩度に応じた輝度を表した図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、実施形態１に係る彩度と輝度減衰率との関係を表した図である。
【図９】図９は、実施形態１に係る画像処理方法を説明するためのフローチャートである
。
【図１０Ａ】図１０Ａは、変形例１に係る、彩度に応じた輝度を表した図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、変形例１に係る、彩度と輝度減衰率との関係を表した図である
。
【図１１Ａ】図１１Ａは、画像処理を行わない際のカラーパターンを示した図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、実施形態１に係る画像処理を行った際のカラーパターンを示し
た図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、変形例１に係る画像処理を行った際のカラーパターンを示した
図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、画像処理を行わない際のカラーパターンを示した図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、変形例２に係る輝度減衰率を表した図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、変形例２に係る画像処理を行った際のカラーパターンを示した
図である。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、変形例１に係る画像処理を行った際のカラーパターンを示した
図である。
【図１３】図１３は、色相毎に、彩度と輝度減衰率との関係を示した図である。
【図１４】図１４は、実施形態２に係る画像処理方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１５】図１５は、実施形態３における、彩度と輝度減衰率との関係を示した図である
。
【図１６】図１６は、実施形態３に係る画像処理方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１７】図１７は、実施形態４に係る画像処理方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１８】図１８は、実施形態４における、彩度の偏りがあった場合の、彩度と輝度減衰
率との関係を示す図の一例である。
【図１９】図１９は、実施形態４における、彩度の偏りがあった場合の、彩度と輝度減衰
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率との関係を示す図の一例である。
【図２０】図２０は、実施形態４における、彩度の偏りがあった場合の、彩度と輝度減衰
率との関係を示す図の一例である。
【図２１】図２１は実施形態５に係る画像処理装置及び画像表示装置の構成の一例を示す
ブロック図である。
【図２２】図２２は実施形態５に係る画像表示部の副画素の配列を示す図である。図２３
は、実施形態５に係る画像表示部の断面構造を示す図である。
【図２３】図２３は、実施形態５に係る画像表示部の断面構造を示す図である。
【図２４】図２４は、実施形態５に係る画像処理方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図２５】図２５は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図２６】図２６は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図２７】図２７は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図２８】図２８は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図２９】図２９は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図３０】図３０は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図３１】図３１は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図３２】図３２は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【図３３】図３３は、本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の実
施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記載した構
成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに、
以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。
【００１１】
　（実施形態１）
　以下、本発明の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　（表示装置の構成）
　図１は、実施形態１に係る画像表示装置の構成の一例を示すブロック図である。図２は
、実施形態１に係る画像表示部の画素が含む副画素の点灯駆動回路を示す図である。図３
は、実施形態１に係る画像表示部の副画素の配列を示す図である。図４は、実施形態１に
係る画像表示部の断面構造を示す図である。
【００１３】
　図１に示すように、画像表示装置１００は、画像処理装置７０と、画像表示パネルであ
る画像表示部３０と、画像表示部３０の駆動を制御する画像表示パネル駆動回路４０（以
下、駆動回路４０ともいう。）と、を備えている。また、画像処理装置７０は、変換処理
部１０と、信号処理部２０と、を備えている。変換処理部１０と、信号処理部２０とは、
ハードウェア又はソフトウェアのいずれかによって機能が実現されていればよく、特に限
定されるものではない。また、変換処理部１０及び信号処理部２０の各回路がハードウェ
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アによって構成されるものであっても、それぞれの回路が物理的に独立して区別される必
要はなく、物理的に単一の回路によって複数の機能が実現されるものとしてもよい。
【００１４】
　変換処理部１０は、入力映像信号に基づいて求められる、所定の画素に表示するための
第１色情報を第１入力信号ＳＲＧＢ１として入力される。変換処理部１０は、ＨＳＶ色空
間の入力値である第１色情報を、人間が輝度変化を許容する範囲の輝度減衰率で輝度が低
下された第２色情報に変換した第２入力信号ＳＲＧＢ２を出力する。第１色情報及び第２
色情報は、ともに赤（Ｒ）成分、緑（Ｇ）成分、青（Ｂ）成分を含む３色のカラー入力信
号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）である。また、変換処理部１０は、彩度と輝度減衰率との関係を記憶す
る。彩度と輝度減衰率との関係については後述する。
【００１５】
　信号処理部２０は、画像表示部３０を駆動するための画像表示パネル駆動回路４０と接
続されている。例えば、信号処理部２０は、入力信号の入力ＨＳＶ色空間の入力値（第２
入力信号ＳＲＧＢ２）を、第１の色、第２の色、第３の色及び第４の色で再現されるＨＳ
Ｖ色空間の再現値に変換して生成し、生成した出力信号（出力信号ＳＲＧＢＷ）を画像表
示部３０に出力する。このように、信号処理部２０は、第２入力信号ＳＲＧＢ２における
第２色情報に基づいて、赤（Ｒ）成分、緑（Ｇ）成分、青（Ｂ）成分及び追加色成分とし
て例えば白色（Ｗ）成分に変換した第３色情報を含む出力信号ＳＲＧＢＷを、駆動回路４
０へ出力する。第３色情報は、４色カラー入力信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗ）である。追加色成
分は、赤（Ｒ）成分、緑（Ｇ）成分、青（Ｂ）成分の各階調が２５６階調で（Ｒ、Ｇ、Ｂ
）＝（２５５、２５５、２５５）のＲＧＢで構成される白成分を例として説明するが、こ
れに限らず、例えば、（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（２５５、２３０、２０４）で表されるような色
成分をもつ第４副画素として追加色成分の変換を行うものであってもよい。
【００１６】
　なお、本実施形態では、上述したように変換処理は入力信号（例えばＲＧＢ）をＨＳＶ
空間に変換した処理について例示して説明しているが、これに限らず、ＸＹＺ空間、ＹＵ
Ｖ空間その他の座標系でもよい。また、ディスプレイの色域であるｓＲＧＢやＡｄｏｂｅ
（登録商標）ＲＧＢの色域は、ＸＹＺ表色系のｘｙ色度範囲上において、三角形状の範囲
で示されるが、定義色域が定義される所定の色空間は、三角形状の範囲で定められること
に限定されるものではなく、多角形状等の任意の形状の範囲で定められるものとしてもよ
い。
【００１７】
　信号処理部２０は、生成した出力信号を画像表示パネル駆動回路４０に出力する。駆動
回路４０は、画像表示部３０の制御装置であって、信号出力回路４１、走査回路４２及び
電源回路４３を備えている。画像表示部３０の駆動回路４０は、信号出力回路４１によっ
て、第３色情報を含む出力信号ＳＲＧＢＷを保持し、順次、画像表示部３０の各画素３１
に出力する。信号出力回路４１は、信号線ＤＴＬによって画像表示部３０と電気的に接続
されている。画像表示部３０の駆動回路４０は、走査回路４２によって、画像表示部３０
における副画素を選択し、副画素の動作（光透過率）を制御するためのスイッチング素子
（例えば、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor））のオン及びオフを制御
する。走査回路４２は、走査線ＳＣＬによって画像表示部３０と電気的に接続されている
。電源回路４３は、電源線ＰＣＬによって各画素３１の後述する自発光体へ電力を供給す
る。
【００１８】
　なお、表示装置１００は、特許第３１６７０２６号公報、特許第３８０５１５０号公報
、特許４８７０３５８号公報、特開２０１１－９０１１８号公報、特開２００６－３４７
５号公報に記載されている各種変形例が適用可能である。
【００１９】
　図１に示すように、画像表示部３０は、画素３１が、Ｐ０×Ｑ０個（行方向にＰ０個、
列方向にＱ０個）、２次元のマトリクス状（行列状）に配列されている。
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【００２０】
　画素３１は、複数の副画素３２を含み、図２に示す副画素３２の点灯駆動回路が２次元
のマトリクス状（行列状）に配列されている。点灯駆動回路は、制御用トランジスタＴｒ
１と、駆動用トランジスタＴｒ２と、電荷保持用コンデンサＣ１とを含む。制御用トラン
ジスタＴｒ１のゲートが走査線ＳＣＬに接続され、ソースが信号線ＤＴＬに接続され、ド
レインが駆動用トランジスタＴｒ２のゲートに接続されている。電荷保持用コンデンサＣ
１の一端が駆動用トランジスタＴｒ２のゲートに接続され、他端が駆動用トランジスタＴ
ｒ２のソースに接続されている。駆動用トランジスタＴｒ２のソースが、電源線ＰＣＬと
接続されており、駆動用トランジスタＴｒ２のドレインが、自発光体である有機発光ダイ
オードＥ１のアノードに接続されている。有機発光ダイオードＥ１のカソードは、例えば
基準電位（例えばアース）に接続されている。なお図２では制御用トランジスタＴｒ１が
ｎチャネル型トランジスタ、駆動用トランジスタＴｒ２がｐチャネル型トランジスタの例
を示しているが、それぞれのトランジスタの極性はこれに限定されない。必要に応じて、
制御用トランジスタＴｒ１及び駆動用トランジスタＴｒ２それぞれの極性を決めればよい
。
【００２１】
　画素３１は、図３に示すように、例えば、第１副画素３２Ｒと、第２副画素３２Ｇと、
第３副画素３２Ｂと、第４副画素３２Ｗとを有する。第１副画素３２Ｒは、第１原色（例
えば、赤色（Ｒ）成分）を表示する。第２副画素３２Ｇは、第２原色（例えば、緑色（Ｇ
）成分）を表示する。第３副画素３２Ｂは、第３原色（例えば、青色（Ｂ）成分）を表示
する。第４副画素３２Ｗは、第１原色、第２原色及び第３原色とは異なる追加色成分とし
ての第４の色（本実施形態では白色）を表示する。以下において、第１副画素３２Ｒと、
第２副画素３２Ｇと、第３副画素３２Ｂと、第４副画素３２Ｗとをそれぞれ区別する必要
がない場合、副画素３２という。
【００２２】
　画像表示部３０は、基板５１と、絶縁層５２、５３と、反射層５４と、下部電極５５と
、自発光層５６と、上部電極５７と、絶縁層５８と、絶縁層５９と、色変換層としてのカ
ラーフィルタ６１Ｒ、６１Ｇ、６１Ｂ、６１Ｗと、遮光層としてのブラックマトリクス６
２と、基板５０とを備えている（図４を参照）。基板５１は、シリコンなどの半導体基板
、ガラス基板、樹脂基板などであって、上述した点灯駆動回路などを形成又は保持してい
る。絶縁層５２は、上述した点灯駆動回路などを保護する保護膜であり、シリコン酸化物
、シリコン窒化物などを用いることができる。下部電極５５は、第１副画素３２Ｒと、第
２副画素３２Ｇと、第３副画素３２Ｂと、第４副画素３２Ｗとにそれぞれ設けられており
、上述した有機発光ダイオードＥ１のアノード（陽極）となる導電体である。下部電極５
５は、インジウム錫酸化物（Indium　Tin　Oxide：ＩＴＯ）等の透光性導電材料（透光性
導電酸化物）で形成される透光性電極である。絶縁層５３は、バンクと呼ばれ、第１副画
素３２Ｒと、第２副画素３２Ｇと、第３副画素３２Ｂと、第４副画素３２Ｗとを区画する
絶縁層である。反射層５４は、自発光層５６からの光を反射する金属光沢のある材料、例
えば銀、アルミニウム、金などで形成されている。自発光層５６は、有機材料を含み、不
図示のホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層を含む。
【００２３】
　（ホール輸送層）
　正孔を発生する層としては、例えば、芳香族アミン化合物と、その化合物に対して電子
受容性を示す物質とを含む層を用いることが好ましい。ここで、芳香族アミン化合物とは
、アリールアミン骨格を有する物質である。芳香族アミン化合物の中でも特に、トリフェ
ニルアミンを骨格に含み、４００以上の分子量を有するものが好ましい。また、トリフェ
ニルアミンを骨格に有する芳香族アミン化合物の中でも特にナフチル基のような縮合芳香
環を骨格に含むものが好ましい。トリフェニルアミンと縮合芳香環とを骨格に含む芳香族
アミン化合物を用いることによって、発光素子の耐熱性が良くなる。芳香族アミン化合物
の具体例としては、例えば、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミ
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ノ］ビフェニル（略称：α－ＮＰＤ）、４，４’－ビス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－
Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＴＰＤ）、４，４’，４’’－トリス（Ｎ，Ｎ
－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（略称：ＴＤＡＴＡ）、４，４’，４’’－ト
リス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］トリフェニルアミン（略称：
ＭＴＤＡＴＡ）、４，４’－ビス［Ｎ－｛４－（Ｎ，Ｎ－ジ－ｍ－トリルアミノ）フェニ
ル｝－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＤＮＴＰＤ）、１，３，５－トリス［Ｎ
，Ｎ－ジ（ｍ－トリル）アミノ］ベンゼン（略称：ｍ－ＭＴＤＡＢ）、４，４’，４’’
－トリス（Ｎ－カルバゾリル）トリフェニルアミン（略称：ＴＣＴＡ）、２，３－ビス（
４－ジフェニルアミノフェニル）キノキサリン（略称：ＴＰＡＱｎ）、２，２’，３，３
’－テトラキス（４－ジフェニルアミノフェニル）－６，６’－ビスキノキサリン（略称
：Ｄ－ＴｒｉＰｈＡＱｎ）、２，３－ビス｛４－［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル
アミノ］フェニル｝－ジベンゾ［ｆ，ｈ］キノキサリン（略称：ＮＰＡＤｉＢｚＱｎ）等
が挙げられる。また、芳香族アミン化合物に対して電子受容性を示す物質について特に限
定はなく、例えば、モリブデン酸化物、バナジウム酸化物、７，７，８，８－テトラシア
ノキノジメタン（略称：ＴＣＮＱ）、２，３，５，６－テトラフルオロ－７，７，８，８
－テトラシアノキノジメタン（略称：Ｆ４－ＴＣＮＱ）等を用いることができる。
【００２４】
　（電子注入層、電子輸送層）
　電子輸送性物質について特に限定はなく、例えば、トリス（８－キノリノラト）アルミ
ニウム（略称：Ａｌｑ３）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（略
称：Ａｌｍｑ３）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］－キノリナト）ベリリウム（略
称：ＢｅＢｑ２）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェニルフェノラト－
アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサ
ゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）２）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）ベン
ゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）２）等の金属錯体の他、２－（４－ビフェニ
リル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（略称
：ＰＢＤ）、１，３－ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキ
サジアゾール－２－イル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ－７）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略
称：ＴＡＺ）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－（４－エチルフェニル）－
５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ｐ－ＥｔＴＡＺ）、バソ
フェナントロリン（略称：ＢＰｈｅｎ）、バソキュプロイン（略称：ＢＣＰ）等を用いる
ことができる。また、電子輸送性物質に対して電子供与性を示す物質について特に限定は
なく、例えば、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等のア
ルカリ土類金属、エルビウム、イッテルビウム等の希土類金属等を用いることができる。
また、リチウム酸化物（Ｌｉ２Ｏ）、カルシウム酸化物（ＣａＯ）、ナトリウム酸化物（
Ｎａ２Ｏ）、カリウム酸化物（Ｋ２Ｏ）、マグネシウム酸化物（ＭｇＯ）等、アルカリ金
属酸化物およびアルカリ土類金属酸化物の中から選ばれた物質を、電子輸送性物質に対し
て電子供与性を示す物質として用いても構わない。
【００２５】
　（発光層）
　例えば、赤色系の発光を得たいときには、４－ジシアノメチレン－２－イソプロピル－
６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ
－ピラン（略称：ＤＣＪＴＩ）、４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－［２－（１，
１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：
ＤＣＪＴ）、４－ジシアノメチレン－２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，
７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ
Ｂ）やペリフランテン、２，５－ジシアノ－１，４－ビス［２－（１０－メトキシ－１，
１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］ベンゼン等、６００ｎｍ
から６８０ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
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る。また緑色系の発光を得たいときは、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（略称：ＤＭＱ
ｄ）、クマリン６やクマリン５４５Ｔ、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（略称
：Ａｌｑ３）等、５００ｎｍから５５０ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈
する物質を用いることができる。また、青色系の発光を得たいときは、９，１０－ビス（
２－ナフチル）－ｔｅｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－
ビアントリル、９，１０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡ）、９，１０－ビス（
２－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＮＡ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）
－４－フェニルフェノラト－ガリウム（略称：ＢＧａｑ）、ビス（２－メチル－８－キノ
リノラト）－４－フェニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）等、４２０ｎｍ
から５００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
る。以上のように、蛍光を発光する物質の他、ビス［２－（３，５－ビス（トリフルオロ
メチル）フェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（略称
：Ｉｒ（ＣＦ３ｐｐｙ）２（ｐｉｃ））、ビス［２－（４，６－ジフルオロフェニル）ピ
リジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：ＦＩｒ（ａ
ｃａｃ））、ビス［２－（４，６－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリ
ジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（ＦＩｒ（ｐｉｃ））、トリス（２－フェニルピリジナト
－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（略称：Ｉｒ（ｐｐｙ）３）等の燐光を発光する物質も発光物
質として用いることができる。
【００２６】
　上部電極５７は、インジウム錫酸化物（Indium　Tin　Oxide：ＩＴＯ）等の透光性導電
材料（透光性導電酸化物）で形成される透光性電極である。なお本実施形態では、透光性
導電材料の例としてＩＴＯを挙げたが、これに限定されない。透光性導電材料として、イ
ンジウム亜鉛酸化物（Indium　Zinc　Oxide：ＩＺＯ）等の別の組成を有する導電材料を
用いてもよい。上部電極５７は、有機発光ダイオードＥ１のカソード（陰極）になる。絶
縁層５８は、上述した上部電極を封止する封止層であり、シリコン酸化物、シリコン窒化
物などを用いることができる。絶縁層５９は、バンクにより生じる段差を抑制する平坦化
層であり、シリコン酸化物、シリコン窒化物などを用いることができる。基板５０は、画
像表示部３０全体を保護する透光性の基板であり、例えば、ガラス基板を用いることがで
きる。なお、図４においては、下部電極５５がアノード（陽極）、上部電極５７がカソー
ド（陰極）の例を示しているが、これに限定されない。下部電極５５がカソード及び上部
電極５７がアノードであってもよく、その場合は、下部電極５５に電気的に接続されてい
る駆動用トランジスタＴｒ２の極性を適宜変えることも可能であり、また、キャリア注入
層（ホール注入層及び電子注入層）、キャリア輸送層（ホール輸送層及び電子輸送層）、
発光層の積層順を適宜変えることも可能である。
【００２７】
　画像表示部３０は、カラー表示パネルであり、図４に示すように、自発光層５６の発光
成分のうち、第１副画素３２Ｒと画像観察者との間に第１原色光Ｌｒを通過させる第１カ
ラーフィルタ６１Ｒが配置されている。画像表示部３０は、同様に、自発光層５６の発光
成分のうち、第２副画素３２Ｇと画像観察者との間に第２原色光Ｌｇを通過させる第２カ
ラーフィルタ６１Ｇが配置されている。画像表示部３０は、同様に、自発光層５６の発光
成分のうち、第３副画素３２Ｂと画像観察者との間に第３原色Ｌｂを通過させる第３カラ
ーフィルタ６１Ｂが配置されている。同様に、自発光層５６の発光成分のうち、第４副画
素３２Ｗと画像観察者との間に第４原色Ｌｗになるように調整された発光成分を通過させ
る第４カラーフィルタ６１Ｗが配置されている。画像表示部３０は、第１原色光Ｌｒ、第
２原色光Ｌｇ及び第３原色Ｌｂと異なる色成分を有する第４原色光Ｌｗを第４副画素３２
Ｗから発光することができる。また、第４副画素３２Ｗと画像観察者との間にカラーフィ
ルタが配置されていないようにしてもよく、画像表示部３０は、自発光層５６の発光成分
がカラーフィルタなどの色変換層を介さず、第１原色光Ｌｒ、第２原色光Ｌｇ及び第３原
色Ｌｂと異なる色成分を有する第４原色光Ｌｗを第４副画素３２Ｗから発光することもで
きる。例えば画像表示部３０は、第４副画素３２Ｗには、色調整用の第４カラーフィルタ
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６１Ｗの代わりに透明な樹脂層が備えられていてもよい。このように画像表示部３０は、
透明な樹脂層を設けることで、第４副画素３２Ｗに大きな段差が生じることを抑制するこ
とができる。
【００２８】
　図５は、実施形態１に係る画像表示部の副画素の他の配列を示す図である。画像表示部
３０は、第１副画素３２Ｒ、第２副画素３２Ｇ、第３副画素３２Ｂ及び第４副画素３２Ｗ
を含む副画素３２を２行２列で組み合わせた画素３１がマトリクス状に配置されている。
【００２９】
　図６は、実施形態１の画像表示装置で再現可能なＨＳＶ色空間の概念図である。図７は
、ＨＳＶ色空間の色相と彩度との関係を示す概念図である。画像表示装置１００は、画素
３１に第４の色（白色）を出力する第４副画素３２Ｗを備えることで、図６に示すように
、ＨＳＶ色空間における明度のダイナミックレンジを広げることができる。つまり、図６
に示すように、第１副画素３２Ｒ、第２副画素３２Ｇ及び第３副画素３２Ｂが表示するこ
とのできる円柱形状のＨＳＶ色空間に、彩度Ｓが高くなるほど明度Ｖの最大値が低くなる
略台形形状となる立体が載っている形状となる。
【００３０】
　第１入力信号ＳＲＧＢ１は、赤（Ｒ）成分、緑（Ｇ）成分、青（Ｂ）成分の各階調の入
力信号を第１色情報として有するため、ＨＳＶ色空間の円柱形状、つまり、図６に示すＨ
ＳＶ色空間の円柱形状部分の情報になる。図７では第１色情報は２次元で示される。
【００３１】
　そして、色相Ｈは、図７に示すように０°から３６０°で表される。０°から３６０°
に向かって、赤（Ｒｅｄ）、黄色（Ｙｅｌｌｏｗ）、緑（Ｇｒｅｅｎ）、シアン（Ｃｙａ
ｎ）、青（Ｂｌｕｅ）、マゼンダ（Ｍａｇｅｎｔａ）、赤となる。本実施形態では、角度
０°を含む領域が赤となり、角度１２０°を含む領域が緑となり、角度２４０°を含む領
域が青となる。
【００３２】
　図８Ａは、彩度に応じた輝度を表した図である。図８Ｂは、実施形態１に係る彩度と輝
度減衰率との関係を表した図である。図９は、実施形態１に係る画像処理方法を説明する
ためのフローチャートである。輝度は、例えば、次の式（１）で表され、彩度は、例えば
、次の式（２）で表される。
　Ｌ＝０．３Ｒ＋０．６Ｇ＋０．１Ｂ　（１）
　Ｓ＝（ＭＡＸ－ＭＩＮ）／ＭＡＸ　（２）
　ここで、Ｌは輝度、Ｒは赤成分の階調、Ｇは緑成分の階調、Ｂは青成分の階調である。
また、Ｓは彩度、ＭＡＸはＲ、Ｇ及びＢの最大値、ＭＩＮはＲ、Ｇ及びＢの最小値である
。例えば、Ｒ、Ｇ及びＢは、０～２５５の２５６階調で表される。例えば（Ｒ，Ｇ，Ｂ）
が（２００，２００，１００）である場合、Ｌは１９０となり、Ｓは０．５となる。ただ
し、輝度及び彩度は式（１）及び（２）に限定されるものではなく、例えば彩度は以下の
式（３）で表されてもよい。
　Ｓ１＝（ＭＡＸ－ＭＩＮ）　（３）
　ここで、Ｓ１は彩度である。
【００３３】
　図８Ａの線ａは、色相Ａにおいて彩度を変化させた際の輝度を示している。図８Ａにお
いて、縦軸は輝度、横軸は彩度を示している。色相Ａは任意の色であり、いずれかの色相
に限定されるものではない。図８Ａの線ａに示されるように、輝度は彩度に応じて変化す
る。具体的には、彩度を小さくすると白色に近づくため輝度が高くなり、彩度を大きくす
ると輝度が減衰する。図８Ｂは、実施形態１に係る彩度と輝度減衰率との関係の一例を示
している。図８Ｂにおいて、縦軸は輝度減衰率、横軸は彩度を示している。図８Ｂに示す
彩度と輝度減衰率との関係に基づいて輝度を減衰させた場合の、色相Ａにおける彩度に応
じた輝度が、図８Ａの曲線ｂに示されている。実施形態１に係る彩度と輝度減衰率との関
係を適用すると、図８Ａの曲線ｂに示されるように、色相Ａにおいて一部の彩度での輝度
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を減衰させることができ、消費電力を低減することができる。
【００３４】
　通常、輝度を減衰させると、画像が暗くなるなど、人間の画像に対する印象が変化する
。しかし、実施形態１に係る彩度と輝度減衰率との関係を適用すると、一部の彩度におい
て輝度を減衰させても、人間の画像に対する印象が変化されることが抑制される。そのた
め、実施形態１に係る彩度と輝度減衰率との関係を適用して輝度を減衰させると、画質の
劣化を抑制しながら、消費電力を低減させることができる。また、本実施形態では、１フ
レームの画素に対して一様に輝度を減衰させるわけではなく、画素ごとに彩度を求めて輝
度を減衰させることができるので、輝度を減衰させても画質の劣化が抑制される。そこで
、本実施形態に係る変換処理部１０は、ルックアップテーブルの情報として、例えば図８
－２に示す彩度に応じた輝度減衰率の情報を記憶しておき、当該ルックアップテーブルに
基づいて、輝度減衰率を演算する。
【００３５】
　また、図８Ｂに示されるように、彩度が０及び１においては、輝度減衰率がゼロとなっ
ている。また、彩度ｓ１において輝度減衰率が最大値となっている。そして、彩度が０か
ら彩度ｓ１へ彩度が大きくなるに従って輝度減衰率は大きくなり、彩度ｓ１から彩度が大
きくなるに従って輝度減衰率は小さくなっている。人間は、彩度が小さくなるほど、輝度
減衰により画像が暗くなったと認識しやすくなり、彩度が大きくなるほど、輝度減衰によ
り画像が暗くなったと認識し難くなる。そのため、実施形態１の変換処理部１０は、彩度
０において輝度を減衰させていない。そして、彩度０から彩度ｓ１へ彩度が大きくなるに
従って、輝度減衰率を大きくして、実施形態１の変換処理部１０は、画質の劣化を抑制し
ながら適切に輝度を減衰させている。ただし、例えば、１フレームにおいて画素内に彩度
が高い色が一部分にのみ表れていた場合、彩度が高い部分は人間の注目を集めやすく、画
面の中で目立つ。係る場合に、彩度が高いため輝度を大きく減衰させると、彩度が高い部
分と他の部分との対比コントラストの変化が目立ち、人間の画像への印象が変わってしま
う。そのため、本実施形態の変換処理部１０は、彩度ｓ１から彩度が大きくなるに従って
、輝度減衰率を小さくしている。特に、本実施形態の変換処理部１０は、彩度１である純
色の場合においてこの傾向が顕著であるため、彩度１においては輝度を低下させていない
。
【００３６】
　また、本実施形態においては、赤（Ｒ）成分、緑（Ｇ）成分、青（Ｂ）成分の一部を白
（Ｗ）成分に置き換えて出力している。追加色成分としての白成分は、白成分を赤成分、
緑成分、青成分で表現するよりも輝度又は色成分を表示する電力効率が高い。すなわち、
白成分の出力と、赤成分、緑成分及び青成分の出力とが同じ電力消費である場合、白成分
で出力するほうが、赤成分、緑成分及び青成分で出力するよりも輝度が高い。また、白成
分の出力と、赤成分、緑成分及び青成分の出力とが同じ輝度となる場合、白成分で出力す
るほうが、赤成分、緑成分及び青成分で出力するよりも電力消費が小さい。上述のように
、彩度が小さくなるに従って白色に近づくため、彩度が小さくなる領域では、白成分へ置
き換えできる割合が高くなり、消費電力の低減を図ることができる。そのため、本実施形
態においては、彩度が小さくなるに従って輝度減衰率が小さくなった場合でも、白成分へ
置き換えできる割合が高くなるため、好適に消費電力の低減を図ることができる。次に、
本実施形態に係る画像処理方法を説明する。
【００３７】
　図９に示すように、実施形態１に係る変換処理部１０は、入力映像信号に基づいて求め
られ、画素で第１色が再現される第１色情報が、第１入力信号ＳＲＧＢ１として入力され
る（ステップＳ１１）。第１色情報は、必要に応じてγ変換され、ＲＧＢ座標系の値がＨ
ＳＶ色空間の入力値へ変換される。
【００３８】
　実施形態１に係る変換処理部１０は、第１色情報に基づき、ＨＳＶ色空間における第１
色の彩度を算出する（ステップＳ１２）。そして、実施形態１に係る変換処理部１０は、
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例えば図８Ｂに示すルックアップテーブルから、記憶していた彩度と輝度減衰率との関係
及びステップＳ１２で算出した彩度に基づき、第１色情報に対応する輝度減衰率を算出す
る（ステップＳ１３）。次に、実施形態１に係る変換処理部１０は、ステップＳ１３で算
出した輝度減衰率に基づき、第１入力信号を第１色情報から輝度を減衰させた第２色情報
を含む第２入力信号ＳＲＧＢ２に変換し、第２入力信号を実施形態１に係る信号処理部２
０へ出力する（ステップＳ１４）。
【００３９】
　そして、実施形態１に係る信号処理部２０は、第２色情報に基づいて、第２入力信号を
、赤（Ｒ）成分、緑（Ｇ）成分、青（Ｂ）成分、及び、白（Ｗ）成分に変換した第３色情
報を含む信号に変換して、画像表示部の駆動を制御する駆動回路４０へ出力する（ステッ
プＳ１５）。
【００４０】
　このように、実施形態１に係る画像処理装置及び画像表示装置は、彩度と輝度減衰率と
の関係に基づき輝度を低下させるため、画質の劣化を抑制しながら消費電力を低減するこ
とができる。また、上述のように、本実施の形態により、入力信号毎に、画質が劣化しな
い範囲で輝度を適切に低下させて、消費電力を低減させることができる。
【００４１】
　（変形例１）
　実施形態１の変形として、変形例１について説明する。変形例１と実施形態１との違い
は、彩度に応じた輝度減衰率の求め方である。図１０Ａは、変形例１に係る、彩度に応じ
た輝度を表した図である。図１０Ｂは、変形例１に係る、彩度と輝度減衰率との関係を表
した図である。図１１Ａ、画像処理を行わない際のカラーパターンを示した図である。図
１１Ｂは、実施形態１に係る画像処理を行った際のカラーパターンを示した図である。図
１１Ｃは、変形例１に係る画像処理を行った際のカラーパターンを示した図である。
【００４２】
　図１０Ａにおいて、縦軸は輝度であり、横軸は彩度である。図１０Ａの線ｃは、色相Ｂ
において彩度を変化させた際の輝度を示している。色相Ｂは任意の色であり、いずれかの
色相に限定されるものではない。また、図１０Ｂは、実施形態１の変形例１に係る彩度と
輝度減衰率との関係を示している。図１０Ｂに示す彩度と輝度減衰率との関係に基づいて
輝度を減衰させた場合の、色相Ｂにおける彩度に応じた輝度が、図１０Ａの曲線ｄに示さ
れている。
【００４３】
　図１０Ｂにおいて、縦軸は輝度減衰率であり、横軸は彩度である。図１０Ｂに示される
ように、実施形態１と同様に、変形例１においても、彩度が０及び１においては、輝度減
衰率がゼロとなっている。また、彩度ｓ２において輝度減衰率が最大値となっている。さ
らに、変形例１に係る輝度減衰率において、彩度０から彩度ｓ３へ彩度が大きくなる場合
の、輝度減衰率が大きくなる割合が、彩度ｓ３から彩度ｓ２へ彩度が大きくなる場合の、
輝度減衰率が大きくなる割合よりも、小さくなっている。なお、彩度ｓ３は、彩度ｓ２よ
りも彩度が小さい。つまり、彩度ｓ３以下の彩度が低い領域においては輝度減衰率を抑制
し、彩度ｓ３以上で彩度ｓ２以下の彩度が中間である領域においては輝度減衰率を大きく
している。上述のように、彩度が低いほうが、人間は輝度低下により画像が暗くなったと
認識しやすくなる。そのため、彩度ｓ３以下の彩度が低い領域においては輝度減衰率を抑
制して、画像の劣化を低減している。また、例えば黄色などは、色相として輝度が高いた
め、彩度を大きくして黄色の純色に近づけても、輝度があまり減衰しない。係る場合には
、彩度が低い領域において、輝度低下により画像が暗くなったとの認識が特に顕著になる
。そのため、彩度ｓ３以下の彩度が低い領域においては輝度減衰率を抑制することは、画
像の劣化低減のために有効である。また、彩度が大きくなるほど、人間は、輝度低下によ
り画像が暗くなったと認識しにくくなるため、彩度ｓ３以上で彩度ｓ２以下の彩度が中間
である領域においては、輝度減衰率を大きくしている。画像表示においては、彩度が中間
である領域が多く使用される傾向にあるため、使用頻度が高い領域において輝度を適切に
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低減し、消費電力を有効に削減することができる。
【００４４】
　ここで、例として、黄色及び緑色において、変形例１により輝度を低下させた際の画質
について説明する。図８Ｂ及び図１０Ｂに示すように、変形例１においては、実施形態１
においてよりも、彩度が低い領域において輝度減衰率を抑制している。図１１Ａは、画像
処理による輝度減衰を行わなかった場合のカラーパターンである。図１１Ｂは、実施形態
１に係る画像処理により輝度減衰を行った場合のカラーパターンである。図１１Ｃは、変
形例１に係る画像処理により輝度減衰を行った場合のカラーパターンである。図１１Ａ、
図１１Ｂ、図１１Ｃにおいて、図の左上の領域は黄色を示しており、図の右下の領域は緑
色を示している。図の中心から図の右上の頂点へ向かう直線、及び図の中心から図の左下
の頂点へ向かう直線においては、彩度がゼロである。当該直線から図の左上に向かうに従
って彩度が高くなっており、当該直線から図の右下に向かうに従って彩度が高くなってい
る。彩度が低くなると白色に近づくため、当該直線近くの彩度が低い領域は、白色となっ
ており、画像が明るくなっている。また、図の左上及び図の右下の彩度が高い領域に向か
うにしたがって、彩度が高くなっているため、画像が暗くなっている。図１１Ａ、図１１
Ｂに示すように、実施形態１に係る画像処理により輝度を減衰させても、画像に対する印
象の変化は抑制されている。一方、変形例１では、実施形態１よりも彩度が低い領域での
輝度減衰をより抑制している。そのため、図１１Ｃに示すように、変形例１は、実施形態
１と比較して、彩度が低い図の中心近くの領域において輝度減衰率が少なく、画像が暗く
なっていない（白色の領域が大きい）。言い換えれば、図１１Ｃに示される変形例１のカ
ラーパターンは、特に図の中心近くにおいて、図１１Ａに示される輝度減衰を行わないカ
ラーパターンにより近い印象を与える。このように、変形例１は、画質の劣化がより好適
に抑制されている。このように、変形例１にかかる画像処理は、特に黄色や緑色などの輝
度が高い色相において、画像の劣化を抑制しながら消費電力を低減するのに有効である。
【００４５】
　また、図１０Ｂに示すように、彩度ｓ２は、ＨＳＶ空間における彩度０．５以上１未満
であることが好ましい。さらには、彩度ｓ２は、ＨＳＶ空間における彩度０．６以上０．
８以下であることがより好ましい。上述のように、特に輝度が高い色においては、彩度が
低い領域において輝度減衰率を抑制することは、画像の劣化低減のために有効である。そ
のため、輝度減衰率の最大値における彩度ｓ２を彩度が高い領域に設定することで、彩度
が低い領域において輝度減衰率を抑制することを、より好適に行うことができる。
【００４６】
　ここで、例として、黄色及び緑色において、変形例１により輝度を減衰させた際の画質
について説明する。そのため、実施形態１において、輝度減衰率の最大値における彩度を
彩度０．５以下とした場合における、彩度と輝度減衰率との関係に基づいて輝度を減衰さ
せた際の画質との比較を行う（以下、適宜変形例２と記載する）。図１２Ａは、画像処理
を行わない際のカラーパターンを示した図である。図１２Ｂは、変形例２に係る彩度と輝
度減衰率との関係を表した図である。図１２Ｃは、変形例２に係る画像処理を行った際の
カラーパターンを示した図である。図１２Ｄは、変形例１に係る画像処理を行った際のカ
ラーパターンを示した図である。上述のように、変形例２においては、輝度減衰率を最大
値とする彩度ｓ４は、ＨＳＶ色空間において彩度０．５以下である。一方、変形例１にお
いては、輝度減衰率を最大値とする彩度ｓ２は、ＨＳＶ色空間において彩度０．５以上１
未満である。そのため、変形例１は、変形例２よりも、低彩度において輝度減衰率が小さ
い。図１２Ａは、画像処理による輝度減衰を行わなかった場合のカラーパターンである。
図１２Ｃは、変形例２に係る画像処理により輝度減衰を行った場合のカラーパターンであ
る。図１２Ｄは、変形例１に係る画像処理により輝度減衰を行った場合のカラーパターン
である。図１２Ａ、図１２Ｃ、図１２Ｄにおいて、図の左上の領域は黄色を示しており、
図の右下の領域は緑色を示している。図の中心から図の右上の頂点へ向かう直線、及び図
の中心から図の左下の頂点へ向かう直線においては、彩度がゼロである。当該直線から図
の左上に向かうに従って彩度が高くなっており、当該直線から図の右下に向かうに従って
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彩度が高くなっている。彩度が低くなると白色に近づくため、当該直線近くの彩度が低い
領域は、白色となっており、画像が明るくなっている。また、図の左上及び図の右下の彩
度が高い領域に向かうにしたがって、彩度が高くなっているため、画像が暗くなっている
。図１２Ａ、図１２Ｃに示すように、変形例２に係る画像処理により輝度を減衰させても
、画像に対する印象の変化は抑制されている。一方、変形例１では、変形例２よりも彩度
が低い領域での輝度減衰をより抑制している。そのため、図１２Ｄに示すように、変形例
１は、変形例２と比較して、彩度が低い図の中心近くの領域において輝度減衰率が少なく
、画像が暗くなっていない（白色の領域が大きい）。言い換えれば、図１２Ｄに示される
変形例１のカラーパターンは、特に図の中心近くにおいて、図１２Ａに示される輝度減衰
を行わないカラーパターンにより近い印象を与える。このように、変形例１は、画質の劣
化がより好適に抑制されている。このように、変形例１にかかる画像処理は、特に黄色や
緑色などの輝度が高い色相において、画像の劣化を抑制しながら消費電力を低減するのに
有効である。
【００４７】
　（実施形態２）
　次に、実施形態２について説明する。図１３は、色相毎に、彩度と輝度減衰率との関係
を示した図である。図１４は、実施形態２に係る画像処理方法を説明するためのフローチ
ャートである。実施形態２において、実施形態１と異なる点は、変換処理部１０が、色相
の領域毎に、彩度と輝度減衰率との関係を記憶しており、色相を特定して、彩度と色相と
に基づいて輝度減衰率を求める点にある。その他の点は実施形態１と同構成であり、構成
が共通する部分の説明は省略する。
【００４８】
　上述したように、一般的に、彩度を小さくすると白色に近づいて輝度が高くなり、彩度
を高くすると輝度が減衰する。また、輝度は色相ごとに異なる。例えば黄色などは、色相
として輝度が高く、彩度を大きくして純色に近づけても、輝度があまり減衰しない。その
ため、彩度と輝度変化量との関係は、色相の領域毎に異なる。図１３は、色相毎に、彩度
と輝度減衰率との関係を示した図である。曲線Ｒは色相が赤（Ｒｅｄ）、曲線Ｇは色相が
緑（Ｇｒｅｅｎ）、曲線Ｂは色相が青（Ｂｌｕｅ）、曲線Ｙは色相が黄（Ｙｅｌｌｏｗ）
、曲線Ｃは色相がシアン（Ｃｙａｎ）、曲線Ｍは色相がマゼンダ（Ｍａｇｅｎｔａ）、で
ある場合の彩度と輝度減衰率との関係を示している。図１３に示すように、例えば、輝度
が大きい黄色よりも、輝度が小さい青色のほうが、輝度減衰率が大きい。実施形態におい
ては、変換処理部１０は色相の領域毎に、彩度と輝度減衰率との関係を記憶する。そして
、彩度と輝度減衰率との関係、彩度及び色相に基づき輝度減衰率を算出する。係る場合、
例えば輝度の小さい青色などで、他の色相よりも輝度減衰率を大きくすることで、より好
適に消費電力を削減することができる。また、例えば輝度の大きい黄色などで、他の色相
よりも輝度減衰率を小さくすることで、画質の劣化をより好適に抑制することができる。
実施形態２に係る変換処理部１０は、ルックアップテーブルの情報として、例えば図１３
に示す、色相毎の彩度に応じた輝度減衰率の情報を記憶しておき、当該ルックアップテー
ブルに基づいて、輝度減衰率を演算する。なお、図１３に示す、色相毎の、彩度と輝度減
衰率との関係は一例であり、例えば、画像表示部３０の色域によって、色相毎の、彩度と
輝度減衰率との関係は異なる。次に、本実施形態に係る画像処理方法を説明する。
【００４９】
　図１４に示す実施形態２における画像処理方法において、実施形態１から、色相算出処
理のステップが追加されている。実施形態２に係る変換処理部１０は、入力映像信号に基
づいて求められ、画素で第１色が再現される第１色情報が、第１入力信号ＳＲＧＢ１とし
て入力される（ステップＳ２１）。第１色情報は、必要に応じてγ変換され、ＲＧＢ座標
系の値がＨＳＶ色空間の入力値へ変換される。次に、実施形態２に係る変換処理部１０は
、第１色情報に基づき、ＨＳＶ色空間における第１色の色相を算出する（ステップＳ２２
）。そして、実施形態２に係る変換処理部１０は、第１色情報に基づき、ＨＳＶ色空間に
おける第１色の彩度を算出する（ステップＳ２３）。そして、実施形態２に係る変換処理
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部１０は、例えば図１３に示すルックアップテーブルから、記憶していた色相領域毎の彩
度と輝度減衰率との関係と、ステップＳ２２及びステップＳ２３で算出した色相と彩度と
に基づき、輝度減衰率を算出し（ステップＳ２４）、ステップをステップＳ２５に進める
。ステップＳ２５以降の処理は、実施形態１に係るステップＳ１４及びステップＳ１５の
処理と同様であるので、記載を省略する。
【００５０】
　このように、実施形態２に係る画像処理装置及び画像表示装置は、色相領域毎の彩度と
輝度減衰率との関係に基づき輝度を減衰させるため、画質の劣化を抑制しながら消費電力
を低減することができる。
【００５１】
　（実施形態３）
　次に、実施形態３について説明する。図１５は、実施形態３における、彩度と輝度減衰
率との関係を示した図である。図１６は、実施形態３に係る画像処理方法を説明するため
のフローチャートである。実施形態３において、実施形態１と異なる点は、輝度を算出し
て輝度減衰率を調整する点である。その他は実施形態１と同構成であり、構成が共通する
部分の説明は省略する。
【００５２】
　輝度は、式（１）に示すように、入力信号の階調毎に異なる。言い換えれば、輝度は色
及び色相毎に異なる。例えば、シアン、緑、黄色は輝度が高く、例えば、青は輝度が低い
。また、輝度が高い方が、輝度を減衰させた場合の、人間の画像に対する印象が変化しや
すい。そのため、実施形態３では、輝度をさらに求めて、輝度減衰率を調整する。例えば
、輝度の高いシアン、緑、黄などの、輝度が高い色相領域においては、輝度減衰率を小さ
くする。図１５において、縦軸は輝度減衰率を示し、横軸は彩度を示す。図１５の曲線Ｂ
は色相が青色である場合の彩度と輝度減衰率との関係を表し、図１５の曲線Ｙは色相が黄
色である場合の彩度と輝度減衰率との関係を表す。図１５における色相が黄色における彩
度に応じた輝度減衰率は、色相が青色における彩度の応じた輝度減衰率に、補正値として
０．５を乗じた値となっている。このように、実施形態３では、基準としてある色相にお
ける彩度と輝度減衰率との関係を定義し、入力信号の輝度を求めて、輝度に応じて、輝度
減衰率を調整する。例えば、色相が青色における彩度と輝度減衰率との関係の情報をルッ
クアップテーブルとして記憶しておく。そして、当該ルックアップテーブルに基づいて、
色相が青色における彩度と輝度減衰率との関係に、黄色における輝度に応じた補正値（例
えば０．５）を乗じることで、色相が黄色における彩度と輝度減衰率との関係を算出する
。ここで、図１５においては、代表的に青色と黄色についてのみ記載しているが、他の色
相においても、輝度に応じて、同様に彩度と輝度減衰率との関係を算出することが可能で
ある。つまり、ある色相における彩度と輝度減衰率との関係を基準として、輝度に応じて
補正値を乗じることで、彩度と輝度減衰率との関係を算出する。このように、実施形態３
によると、輝度に応じた補正値から、輝度減衰率を調整することができるため、より好適
に、画像の劣化を抑制しながら消費電力を低減することができる。なお、図１３において
は、色相が黄色における彩度に応じた輝度減衰率の補正値を０．５としたが、これに限ら
れない。また、彩度と輝度減衰率との関係の基準を色相が青色であるとしたが、これに限
られない。次に、本実施形態に係る画像処理方法を説明する。
【００５３】
　図１６に示す実施形態３における画像処理方法において、実施形態１から、輝度算出処
理及び補正量演算のステップが追加されている。実施形態３に係る変換処理部１０は、入
力映像信号に基づいて求められ、画素で第１色が再現される第１色情報が、第１入力信号
ＳＲＧＢ１として入力される（ステップＳ３１）。第１色情報は、必要に応じてγ変換さ
れ、ＲＧＢ座標系の値がＨＳＶ色空間の入力値へ変換される。次に、実施形態３に係る変
換処理部１０は、第１色情報に基づき、ＨＳＶ色空間における第１色の輝度を算出する（
ステップＳ３２）。そして、実施形態３に係る変換処理部１０は、第１色の輝度に基づき
、輝度減衰率の補正量の演算を行う（ステップＳ３３）。次に、実施形態３に係る変換処
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理部１０は、第１色情報に基づき、ＨＳＶ色空間における第１色の彩度を算出する（ステ
ップＳ３４）。そして、実施形態３に係る変換処理部１０は、例えば図１５の曲線Ｂに示
すルックアップテーブルから、記憶していた彩度と輝度減衰率との関係と、ステップＳ３
３で算出した輝度減衰率の補正量と、ステップＳ３４で算出した彩度とに基づき、輝度減
衰率を算出し（ステップＳ３５）、ステップをステップＳ３６に進める。ステップＳ３６
以降のステップにおける処理は、実施形態１に係るステップＳ１４及びステップＳ１５の
処理と同様であるので記載を省略する。
【００５４】
　このように、実施形態３に係る画像処理装置及び画像表示装置は、輝度に応じて輝度減
衰率を補正するため、より好適に画質の劣化を抑制しながら消費電力を低減することがで
きる。
【００５５】
　（実施形態４）
　次に、実施形態４について説明する。図１７は、実施形態４に係る画像処理方法を説明
するためのフローチャートである。実施形態４において、実施形態１と異なる点は、１フ
レーム中での彩度の偏りを解析して輝度減衰率を調整する点である。その他は実施形態１
と同構成であり、構成が共通する部分の説明は省略する。
【００５６】
　図１８は、実施形態４における、彩度の偏りがあった場合の、彩度と輝度減衰率との関
係を示す図の一例である。１フレーム中に、各画素において彩度の偏りがあった場合に輝
度を減衰させた場合、人間の画像に対する印象が変化し、画質が劣化する可能性がある。
例えば、輝度減衰率が大きくなる彩度である画素（例えば、実施形態１において、輝度減
衰率が最大値の場合の彩度ｓ１に近い彩度を持つ画素）を１フレーム中に多く含み、又は
、輝度減衰率が大きくなる彩度を持つ画素のみからなる場合、画像全体で輝度減衰率が大
きくなる。係る場合、画像全体が暗くなってしまうため、人間が画像に対する印象が変化
してしまう。そのため、このような場合には、輝度減衰率の調整を行って、画質の劣化を
抑制する。例えば、画像に含まれる彩度で規格化して、輝度減衰率を最適化する。例えば
、１フレーム中に、各画素のＨＳＶ色空間における彩度が、０～０．７に偏っていた場合
、実施形態１の図８Ｂに示す彩度と輝度減衰率との関係の図における横軸を、彩度０～１
から彩度０～０．７にする。すなわち、図１８に示すように、図８Ｂから図の曲線形状は
変えずに、横軸を彩度０～０．７までの軸として適用する。この場合、彩度ｓ６において
、輝度減衰率は最大となり、彩度０及び０．７において、輝度減衰率はゼロとなる。
【００５７】
　図１９は、実施形態４における、彩度の偏りがあった場合の、彩度と輝度減衰率との関
係を示す図の一例である。彩度の偏りがある画像として、次の例がある。輝度減衰率が低
くなる、低彩度である画素（例えば、実施形態１において、輝度減衰率がゼロである彩度
０に近い彩度を持つ画素）を１フレーム中に多く含み、又は、輝度減衰率が低くなる、低
彩度である画素のみからなる画像の場合、画像全体で輝度減衰率が小さくなる。係る場合
、画像全体の彩度が低く明るいため、輝度減衰率を更に高くしても、人間が画像に対する
印象が変わりにくい。そのため、このような場合には、輝度減衰率を大きくするように調
整して、より好適に消費電力の抑制を行う。例えば、画像に含まれる彩度で規格化して、
輝度減衰率を最適化する。例えば、１フレーム中に、各画素のＨＳＶ色空間における彩度
が、０～０．３の低彩度に偏っていた場合、実施形態１の図８Ｂに示す彩度と輝度減衰率
との関係の図における横軸を、彩度０～１から彩度０～０．３にする。すなわち、図１９
に示すように、図８Ｂから図の曲線形状は変えずに、横軸を彩度０～０．３までの軸とし
て適用する。この場合、彩度ｓ７において、輝度減衰率は最大となり、彩度０及び０．３
において、輝度減衰率はゼロとなる。
【００５８】
　図２０は、実施形態４における、彩度の偏りがあった場合の、彩度と輝度減衰率との関
係を示す図の一例である。彩度の偏りがある画像として、次の例がある。１フレームの中
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に、輝度減衰率が大きくなる彩度である画素を含む部分と、輝度減衰率が低くなる、彩度
が低い画素を含む部分との対比が強い画像の場合（例えば、中間彩度の青色と、彩度が低
い白色との対比が強い画像）、輝度減衰率が大きくなる彩度である画素を含む部分は輝度
が大きく減衰し、彩度が低い画素を含む部分は輝度があまり減衰しない。係る場合、輝度
を大きく減衰させた部分が暗くなることを、人間が認識しやすくなり、画像に対する印象
が変わってしまう。そのため、このような場合には、輝度減衰率が大きくなる彩度である
画素においての輝度減衰率を小さくするなどの調整を行って、画質の劣化を抑制する。図
２０の曲線ａは、実施形態１における彩度と輝度減衰率との関係を示す曲線である。図２
０の曲線ｂは、実施形態４における、彩度に偏りがあった場合の彩度と輝度減衰率との関
係の一例を示す曲線である。例えば、実施形態１において輝度減衰率が最大値である彩度
ｓ１となる画素を含む部分と、実施形態１において輝度減衰率が低くなる彩度ｓ８となる
画素を含む部分との対比が強い画像の場合、実施形態１においては、彩度ｓ１において輝
度が大きく減衰するため、画像に対する印象が変わってしまう可能性がある。しかし、図
２０の曲線ｂに示すように、実施形態１の曲線ａよりも、彩度ｓ１における輝度減衰率を
小さくして、彩度ｓ１における輝度減衰率を、彩度ｓ８における輝度減衰率に近づけてい
る。次に、本実施形態に係る画像処理方法を説明する。
【００５９】
　図１７に示す実施形態４における画像処理方法において、実施形態１における画像処理
方法と異なる点は、彩度の偏りを演算し、輝度減衰率の補正量を演算するステップがある
ことである。実施形態４に係る変換処理部１０は、入力映像信号に基づいて求められ、画
素で第１色が再現される第１色情報が、第１入力信号ＳＲＧＢ１として入力される（ステ
ップＳ４１）。第１色情報は、必要に応じてγ変換され、ＲＧＢ座標系の値がＨＳＶ色空
間の入力値へ変換される。そして、実施形態４に係る変換処理部１０は、第１色情報に基
づき、ＨＳＶ色空間における第１色の彩度を算出する（ステップＳ４２）。
【００６０】
　次に、実施形態４に係る変換処理部１０は、画像解析ステップＳ４３において、入力映
像信号の画像解析を行う。又は、実施形態４に係る変換処理部１０は、画像解析ステップ
Ｓ４３において、他の処理で演算した入力映像信号の画像解析情報を入手する。実施形態
４に係る変換処理部１０は、ステップＳ４４において、画像全体の彩度に偏りがあるか、
偏りが閾値を超えるかどうかを決定する。入力映像信号の画像解析の結果、画像全体の彩
度の偏りがあり、偏りが所定の閾値を超えない場合（ステップＳ４４、Ｎｏ）、変換処理
部１０は、処理をステップＳ４６へ進める。ステップＳ４６からステップＳ４８の処理は
、実施形態１のステップＳ１３からステップＳ１５の処理と同じであるので説明を省略す
る。
【００６１】
　入力映像信号の画像解析の結果、画像全体の彩度の偏りがあり、偏りが所定の閾値を超
える場合（ステップＳ４４、Ｙｅｓ）、実施形態４に係る変換処理部１０は、処理をステ
ップＳ４５へ進める。ステップＳ４５においては、画像全体の彩度の偏りに基づき、彩度
に応じた輝度減衰率の補正量の演算を行い、記憶する。例えば、輝度減衰率が大きくなる
彩度である画素に偏っている場合、画像に含まれる彩度で規格化して、輝度減衰率を補正
する。また、例えば、低彩度である画素のみからなる画像の場合、輝度減衰率を大きくす
るように補正する。また、例えば、輝度減衰率が大きくなる彩度である画素を含む部分と
、彩度が低い画素を含む部分との対比が強い画像の場合、輝度減衰率が大きくなる彩度で
ある画素においての輝度減衰率を小さくように補正する。
【００６２】
　そして、例えば図８Ｂに示すルックアップテーブルから、記憶していた彩度と輝度減衰
率との関係と、ステップＳ４２で算出した彩度と、ステップＳ４５で算出した輝度減衰率
の補正量とに基づき、輝度減衰率を算出する（ステップＳ４６）。
【００６３】
　このように、実施形態４に係る画像処理装置及び画像表示装置は、彩度の偏りが合った
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場合に輝度減衰率を補正するため、より好適に、画像の劣化を抑制しながら消費電力を低
減することができる。
【００６４】
　（実施形態５）
　次に、実施形態５について説明する。図２１は、実施形態５に係る画像処理装置及び画
像表示装置の構成の一例を示すブロック図である。図２２は、実施形態５に係る画像表示
部の副画素の配列を示す図である。図２３は、実施形態５に係る画像表示部の断面構造を
示す図である。図２４は、実施形態５に係る画像処理方法を説明するためのフローチャー
トである。実施形態５において、実施形態１と異なるところは、出力信号を４色に対応さ
せず、出力信号を入力信号と同じ３原色に対応させる点である。その他は実施形態１と同
構成であり、構成が共通する部分の説明は省略する。
【００６５】
　図２１に示すように、信号処理部２０は、画像表示部３０ｂを駆動するための画像表示
パネル駆動回路４０と接続されている。実施形態４に係る信号処理部２０は、入力信号の
入力ＨＳＶ色空間の入力値（第２入力信号ＳＲＧＢ２）を、第１の色、第２の色、第３の
色として、入力値から色の変換を行わずに出力する。
【００６６】
　画素３１ｂは、図２２に示すように、例えば、第１副画素３２Ｒと、第２副画素３２Ｇ
と、第３副画素３２Ｂとを有する。第１副画素３２Ｒは、第１原色（例えば、赤色（Ｒ）
成分）を表示する。第２副画素３２Ｇは、第２原色（例えば、緑色（Ｇ）成分）を表示す
る。第３副画素３２Ｂは、第３原色（例えば、青色（Ｂ）成分）を表示する。
【００６７】
　画像表示部３０ｂは、カラー表示パネルであり、図２３に示すように、自発光層５６の
発光成分のうち、第１副画素３２Ｒと画像観察者との間に第１原色光Ｌｒを通過させる第
１カラーフィルタ６１Ｒが配置されている。画像表示部３０ｂは、同様に、自発光層５６
の発光成分のうち、第２副画素３２Ｇと画像観察者との間に第２原色光Ｌｇを通過させる
第２カラーフィルタ６１Ｇが配置されている。画像表示部３０ｂは、同様に、自発光層５
６の発光成分のうち、第３副画素３２Ｂと画像観察者との間に第３原色Ｌｂを通過させる
第３カラーフィルタ６１Ｂが配置されている。
【００６８】
　実施形態５に係る画像処理装置及び画像表示装置は、出力信号を入力信号と同じ３原色
に対応させている。しかし、実施形態１と同様に、彩度と輝度減衰率との関係から、画素
の輝度を低下させている。そのため、画質が劣化しない範囲で輝度を適切に低下させて、
消費電力を低減させることができる。次に、本実施形態に係る画像処理方法を、図２４を
参照しながら説明する。
【００６９】
　図２１に示す、実施形態５に係る変換処理部１０は、入力映像信号に基づいて求められ
、画素で第１色が再現される第１色情報が、第１入力信号ＳＲＧＢ１として入力される（
ステップＳ５１）。ステップＳ５２からステップＳ５４は、実施形態１のステップ１２か
らステップ１４と同じ処理であるので、説明を省略する。
【００７０】
　実施形態５に係る信号処理部２０は、第２入力信号に変換を加えず、画素の駆動を制御
する出力信号として、画像表示部の駆動を制御する駆動回路４０へ出力する（ステップＳ
５５）。
【００７１】
　このように、実施形態５に係る画像処理装置及び画像表示装置は、彩度と輝度減衰率と
の関係から輝度を低下させているため、画質が劣化しない範囲で輝度を適切に低下させて
、消費電力を低減させることができる。
【００７２】
（適用例）



(19) JP 6533656 B2 2019.6.19

10

20

30

40

50

　次に、図２５から図３３を参照して、実施形態１、２、３、４及び５並びにこれらの変
形例で説明した画像表示装置１００の適用例について説明する。以下、実施形態１か２，
３，４及び５並びにこれらの変形例を本実施形態として説明する。図２５から図３３は、
本実施形態に係る画像表示装置を適用する電子機器の一例を示す図である。本実施形態に
係る画像表示装置１００は、携帯電話、スマートフォン等の携帯端末装置、テレビジョン
装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、或いは、車両
に設けられるメータ類などのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い
換えると、本実施形態に係る画像表示装置１００は、外部から入力された映像信号或いは
内部で生成した映像信号を、画像或いは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適
用することが可能である。電子機器は、画像表示装置１００に映像信号を供給し、画像表
示装置１００の動作を制御する制御装置を備える。
【００７３】
（適用例１）
　図２５に示す電子機器は、本実施形態に係る画像表示装置１００が適用されるテレビジ
ョン装置である。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル５１１及びフィルタ
ーガラス５１２を含む映像表示画面部５１０を有しており、この映像表示画面部５１０は
、本実施形態に係る画像表示装置１００である。
【００７４】
（適用例２）
　図２６及び図２７に示す電子機器は、本実施形態に係る画像表示装置１００が適用され
るデジタルカメラである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部５２１
、表示部５２２、メニュースイッチ５２３及びシャッターボタン５２４を有しており、そ
の表示部５２２は、本実施形態に係る画像表示装置１００である。図２６に示すように、
このデジタルカメラは、レンズカバー５２５を有しており、レンズカバー５２５をスライ
ドさせることで撮影レンズが現れる。デジタルカメラは、その撮影レンズから入射する光
を撮像することで、デジタル写真を撮影することができる。
【００７５】
（適用例３）
　図２８に示す電子機器は、本実施形態に係る画像表示装置１００が適用されるビデオカ
メラの外観を表すものである。このビデオカメラは、例えば、本体部５３１、この本体部
５３１の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ５３２、撮影時のスタート／ストッ
プスイッチ５３３及び表示部５３４を有している。そして、表示部５３４は、本実施形態
に係る画像表示装置１００である。
【００７６】
（適用例４）
　図２９に示す電子機器は、本実施形態に係る画像表示装置１００が適用されるノート型
パーソナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体
５４１、文字等の入力操作のためのキーボード５４２及び画像を表示する表示部５４３を
有しており、表示部５４３は、本実施形態に係る画像表示装置１００である。
【００７７】
（適用例５）
　図３０及び図３１に示す電子機器は、画像表示装置１００が適用される携帯電話機であ
る。図３０は携帯電話機を開いた状態での正面図である。図３１は携帯電話機を折りたた
んだ状態での正面図である。当該携帯電話機は、例えば、上側筐体５５１と下側筐体５５
２とを連結部（ヒンジ部）５５３で連結したものであり、ディスプレイ５５４、サブディ
スプレイ５５５、ピクチャーライト５５６及びカメラ５５７を有している。当該ディスプ
レイ５５４は、画像表示装置１００が取り付けられている。このため、当該携帯電話機の
ディスプレイ５５４は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有して
いてもよい。
【００７８】
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（適用例６）
　図３２に示す電子機器は、携帯型コンピュータ、多機能な携帯電話、音声通話可能な携
帯コンピュータ又は通信可能な携帯コンピュータとして動作し、いわゆるスマートフォン
、タブレット端末と呼ばれることもある、情報携帯端末である。この情報携帯端末は、例
えば筐体５６１の表面に表示部５６２を有している。この表示部５６２は、本実施形態に
係る画像表示装置１００である。
【００７９】
（適用例７）
　図３３は、本実施形態に係るメータユニットの概略構成図である。図３３に示す電子機
器は、車両に搭載されるメータユニットである。図３３に示すメータユニット（電子機器
）５７０は、燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等、複数の上述した本実施形
態に係る画像表示装置１００を表示装置５７１として備えている。そして、複数の表示装
置５７１は、ともに、一枚の外装パネル５７２に覆われている。
【００８０】
　図３３に示す表示装置５７１それぞれは、表示手段としてのパネル５７３及びアナログ
表示手段としてのムーブメント機構を互いに組み合わせた構成となっている。当該ムーブ
メント機構は、駆動手段としてのモータと、モータにより回転される指針５７４とを有し
ている。そして、図３３に示すように、表示装置５７１では、パネル５７３の表示面に目
盛表示、警告表示等を表示することができるとともに、ムーブメント機構の指針５７４が
パネル５７３の表示面側において回転することが可能となっている。
【００８１】
　なお図３３では、一枚の外装パネル５７２に複数の表示装置５７１を設けた構成とした
が、これに限定されない。外装パネル５７２によって囲まれた領域に１つの表示装置５７
１を設け、当該表示装置に燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等を表示させて
もよい。
【００８２】
　以上、各実施形態及び変形例について説明したが、これらの実施形態等の内容によりこ
れらの実施形態等が限定されるものではない。また、前述した構成要素には、当業者が容
易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さら
に、前述した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。さらに、前述した実施形態
等の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
【００８３】
　（本開示の構成）
　本開示は、次のような構成を採用することができる。
【００８４】
　（１）赤成分、緑成分及び青成分に対応した入力映像信号に基づいて求められ、画素で
第１色が再現される第１色情報が、第１入力信号として入力され、
　前記第１色の彩度を特定し、
　予め記憶された前記彩度と輝度減衰率との関係及び前記第１色の彩度に基づき、前記第
１色情報に対応する輝度減衰率を求め、
　前記第１色情報に対応する輝度減衰率に基づき、前記第１色情報から輝度を低下させた
第２色情報を含む第２入力信号を出力する、変換処理部と、
　前記第２入力信号に基づいて、前記画素の駆動を制御する出力信号を出力する信号処理
部と、
　を含む画像処理装置。
【００８５】
　（２）前記関係は、ＨＳＶ色空間において、彩度が０及び１においては、前記輝度減衰
率がゼロとなり、第１の彩度で前記輝度減衰率が最大値となり、前記彩度が０から前記第
１の彩度へ彩度が大きくなるに従って前記輝度減衰率は大きくなり、前記第１の彩度から
彩度が大きくなるに従って前記輝度減衰率は小さくなる
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　画像処理装置。
【００８６】
　（３）前記第１の彩度よりも彩度が小さい第２の彩度であって、
　ＨＳＶ色空間における彩度が０から前記第２の彩度へ彩度が大きくなる場合の、前記輝
度減衰率が大きくなる割合が、前記第２の彩度から前記第１の彩度へ彩度が大きくなる場
合の、前記輝度減衰率が大きくなる割合よりも小さい
　画像処理装置。
【００８７】
　（４）前記第１の彩度は、ＨＳＶ色空間における彩度０．５以上１未満である
　画像処理装置。
【００８８】
　（５）前記変換処理部は、
　前記関係を色相の領域毎に記憶しており、
　前記第１色情報から、前記第１色の色相をさらに特定し、
　前記彩度と前記色相とに基づき、前記第１色情報に対応する輝度減衰率を求める
　画像処理装置。
【００８９】
　（６）前記信号処理部は、前記第２色情報に基づいて、前記第２入力信号を、前記赤成
分、前記青成分、前記緑成分、及び、追加色成分に変換した第３色情報を含む前記出力信
号に変換して出力し、
　前記追加色成分は、前記追加色成分を前記赤成分、前記緑成分、前記青成分で表現する
よりも輝度又は色成分を表示する電力効率が高く、かつ、前記赤成分、前記緑成分、前記
青成分とは異なる色成分である、
　画像処理装置。
【００９０】
　（７）赤成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第１副画素と、
　緑成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第２副画素と、
　青成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第３副画素と、
　を含む画素を複数有する画像表示部と、
　前記画像処理装置と、を含む
　画像表示装置。
【００９１】
　（８）赤成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第１副画素と、
　緑成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第２副画素と、
　青成分を自発光体の点灯量に応じて表示するための第３副画素と、
　前記第１副画素、前記第２副画素及び前記第３副画素で表現するよりも輝度又は色成分
を表示する電力効率が高く、かつ、前記第１副画素、前記第２副画素及び前記第３副画素
とは異なる追加色成分を、自発光体の点灯量に応じて表示する第４副画素と、
　を含む画素を複数有する画像表示部と、
　前記画像処理装置と、を含む
　画像表示装置。
【００９２】
　（９）前記の画像表示装置と、
　前記画像表示装置を制御する制御装置と、
　を備える電子機器。
【００９３】
　（１０）赤成分、緑成分及び青成分に対応した入力映像信号に基づいて求められ、画素
で第１色が再現される第１色情報が第１入力信号として入力され、前記第１色の彩度を特
定し、予め記憶された前記彩度と輝度減衰率との関係及び前記第１色の彩度に基づき、前
記第１色情報に対応する輝度減衰率を求め、前記第１色情報に対応する輝度減衰率に基づ
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き、前記第１色情報から輝度を低下させた第２色情報を含む第２入力信号を出力する変換
処理工程と、
　前記第２入力信号に基づいて、前記画素の駆動を制御する出力信号を出力する信号処理
工程と、
　を含む画像処理方法。
【符号の説明】
【００９４】
１０　変換処理部
２０　信号処理部
３０　画像表示部（画像表示パネル）
３１　画素
３２　副画素
３２Ｒ　第１副画素
３２Ｇ　第２副画素
３２Ｂ　第３副画素
３２Ｗ　第４副画素
４０　画像表示パネル駆動回路
４１　信号出力回路
４２　走査回路
４３　電源回路
７０　画像処理装置
１００　画像表示装置
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